
法
人
お
よ
び
個
人
が
所
有
し
て
い
る
償
却

資
産
は
、地
方
税
法
第

条
の
規
定
に

よ
り
毎
年

月

日
ま
で
に
そ
の
内
容
を
申

告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

提
出
期
限
に
遅
れ
な
い
よ
う
早
め
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
告
義
務
者
と
は
…

平
成

年

月

日
現
在
、
志
賀
町
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
。

前
年
度
申
告
し
た
人
へ
は
既
に
申
告
書
等
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

新
規
事
業
者
な
ど
で
今
年
度
初
め
て
申
告
す

る
人
は
税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。申

告
記
載
用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
償
却
資

産
と
は
…

土
地
お
よ
び
家
屋
以
外
の
有
形
の
固
定
資
産

で
現
に
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
お
よ
び

事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
（
た

だ
し
、
電
話
加
入
権
、
漁
業
権
、
特
許
権
そ
の

他
の
無
形
減
価
償
却
資
産
は
除
く
。）
を
い
い
、

そ
の
減
価
償
却
額
ま
た
は
減
価
償
却
費
が
、
法

人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得

の
計
算
上
、
損
金
ま
た
は
必
要
な
経
費
に
算
入

申
告
期
限

平
成

年

月

日
（
月
）

機
械
お
よ
び
装
置
の
耐
用
年
数
に
つ
い
て

平
成

年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
耐
用
年

数
省
令
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、

機
械
お
よ
び

装
置

を
中
心
に
、
資
産
区
分
の
見
直
し
、
耐

用
年
数
の
変
更
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成

年
度
の
申
告
以
降
、
過
去
に
申
告
し

た

機
械
お
よ
び
装
置

も
含
め
て
、
改
正
後

の
耐
用
年
数
で
の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

過
去
に
申
告
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
資
産

取
得
時
に
遡
っ
て
再
評
価
を
行
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ

税
務
課
資
産
税
係
ま
で

（
直
通
）

種

類

主
な
償
却
資
産
の
具
体
例

構
築
物

発
・
変
電
設
備
、
駐
車
場
の
フ
ェ

ン
ス
、
舗
装
路
面
、
門
、
庭
園
、

緑
化
施
設
、
広
告
塔
な
ど

機

械
及
び

装

置

工
作
機
械
、
木
工
機
械
、
印
刷
機

械
、
土
木
建
設
機
械
、（
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
、パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
な
ど
）各

種
産
業
用
機
械
お
よ
び
装
置
な
ど

船

舶

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
、
漁
船
、
貨
物

船
な
ど

車

両
及
び

運
搬
具

構
内
運
搬
車
、
運
搬
台
車
な
ど

自
動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

工
具
器
具

及
び

備

品

パ
ソ
コ
ン
な
ど

機
器
、
事
務

机
、
椅
子
、
応
接
セ
ッ
ト
、
ロ
ッ

カ
ー
、
各
種
自
動
販
売
機
、
医
療

機
器
、
測
定
工
具
、
電
話
設
備
、

エ
ア
コ
ン
、
陳
列
ケ
ー
ス
、
冷
蔵

庫
な
ど

そ
の
他
業
務
用
の
備
品

種

類

主
な
償
却
資
産
の
具
体
例

構
築
物

機

械
及
び

装

置

船

舶

車

両
及
び

運
搬
具

工
具
器
具

及
び

備

品

【
償
却
資
産
の
種
類
と
具
体
例
】

実
地
調
査
協
力
の
お
願
い

税
務
課
で
は
、
地
方
税
法
第

条
及
び

条
に
基
づ
き
、

適
正

か
つ
公
平
な
課
税

に
向
け
た
実
地
調

査
（
事
業
所
を
訪
問
し
て
の
帳
簿
・
現

物
照
合
調
査
お
よ
び
質
問
等
）
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
実
地
調
査
な
ど
に
と
も
な
っ

て
修
正
申
告
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
の
課
税
年
度
は

現
年
度
だ
け
で
は
な
く
、
資
産
の
取
得

時
期
に
応
じ
て
遡
及
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
・

過
少
の
申
告
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
正

当
な
理
由
が
な
く
申
告
を
し
な
い
場
合

は
、
罰
則
規
定
に
よ
り
罰
金
ま
た
は
過

料
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
地
方
税
法

条
、
同

条
）

実
地
調
査
協
力
の
お
願
い

税
務
課
で
は
、
地
方
税
法
第

条
及
び

条
に
基
づ
き
、

適
正

か
つ
公
平
な
課
税

に
向
け
た
実
地
調

査
（
事
業
所
を
訪
問
し
て
の
帳
簿
・
現

物
照
合
調
査
お
よ
び
質
問
等
）
を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
実
地
調
査
な
ど
に
と
も
な
っ

て
修
正
申
告
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
の
課
税
年
度
は

現
年
度
だ
け
で
は
な
く
、
資
産
の
取
得

時
期
に
応
じ
て
遡
及
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
・

過
少
の
申
告
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
正

当
な
理
由
が
な
く
申
告
を
し
な
い
場
合

は
、
罰
則
規
定
に
よ
り
罰
金
ま
た
は
過

料
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
地
方
税
法

条
、
同

条
）

さ
れ
る
性
格
の
も
の（
法
人
税
又
は
所
得
税
が
課

さ
れ
な
い
者
が
所
有
す
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）

税
務
課
か
ら

税
務
課
か
ら



平
成

年
以
降
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

平
成

年
分
の
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

い
額
が
発
生
し
た
場
合
、
平
成

年

月

日

ま
で
に
、
平
成

年

月

日
現
在
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
へ

市
町
村
民
税
道
府
県
民
税

用
意
す
る
も
の

（

）税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
確
定
申
告
書

（

様
式
）
お
よ
び
所
得
税
の
確
定
申
告
書

の
手
引
（

様
式
）

（

）筆
記
用
具
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
）、
電
卓
な
ど

（

）印
鑑

（

）添
付
書
類
と
し
て
必
要
な
も
の

平
成

年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
）
の
支
払
額

の
分
か
る
も
の
お
よ
び
国
民
年
金
の
控
除

証
明
書

生
命
保
険
料
、地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
障
害
者
手
帳

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
医
療
費
の
領

収
書
（
支
払
額
を
集
計
し
た
も
の
）

右
記
以
外
に
収
入
、控
除
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
分
か
る
も
の

（

）還
付
申
告
の
場
合

還
付
金
の
振
込
先
（
金
融
機
関
お
よ
び
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の
）

（
ご
注
意
）

説
明
を
聞
き
な
が
ら
申
告
書
を
作
成
し
て

も
ら
い
ま
す
の
で
、
開
始
時
間
ま
で
に
必
ず

お
越
し
く
だ
さ
い
。

説
明
会
で
は
、
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得

お
よ
び
雑
損
控
除
の
説
明
会
は
し
ま
せ
ん
。

（
申
告
書

様
式
で
申
告
す
る
人
の
説
明
は

し
ま
せ
ん
。）

お
問
い
合
せ

七
尾
税
務
署

個
人
課
税
第

部
門

志
賀
町
役
場

税
務
課
住
民
税
係

平
成

年
度
実
施
の
税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得

税
が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成

年
か
ら

平
成

年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
人
で
、
所
得
税
か
ら

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年

度
の
住
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
方
法

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
人

源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
市
区
町
村
へ
提
出

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
人

所
得
税
の
確
定
申
告
書
と
一
緒
に
税
務
署
へ
提
出

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
方
法

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
人

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
人

公
的
年
金
等
の
受
給
者
を
対
象
に
、
自
分
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の
申
告
書
作
成

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

会
場
で
は
税
務
署
の
担
当
者
が
申
告
書
の
受
付
け
も
行
い
ま
す
。

開
催
日

時

間

場

所

平
成

年
月

日
（
木
）

午
前

時

時

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー

階

大
ホ
ー
ル

午
後

時

時

志
賀
町
役
場

階

大
会
議
室

開
催
日

時

間

場

所

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ

志
賀
町
役
場

税
務
課
住
民
税
係



雑
損
控
除
申
告
説
明
会
に
お
け
る
持
参
書
類

被
害
を
受
け
た
資
産
の
明
細
（
資
産
内
容
、

取
得
時
期
、
取
得
価
格
等
）
の
分
か
る
も
の

【
住
宅
関
係
】

資
産
内
容
等

固
定
資
産
税
等
課
税
資
産

内
訳
書
、
登
記
簿
謄
本
、
権
利
書
な
ど

取
得
価
格

請
負
契
約
書
、
売
買
契
約
書

な
ど

【
家
財
関
係
】

被
害
を
受
け
た
家
財
の
明
細
等
（
種
類
、

取
得
年
月
日
、
取
得
価
格
）

家
族
状
況
（

が
不
明
な
場
合
）

【
車
両
関
係
】

購
入
時
の
関
係
書
類
（
領
収
書
等
）

車
検
証

被
害
を
受
け
た
資
産
の
修
繕
費
、
取
り
壊

し
費
用
、
除
去
費
用
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

費
用
で
、
被
害
に
関
連
し
て
支
出
し
た
金
額

の
明
細
の
分
か
る
も
の
お
よ
び
そ
の
領
収
書

契
約
書
、
見
積
書
、
領
収
書
、
振
込
通
知

書
な
ど

被
害
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
取
る

保
険
金
、
損
害
賠
償
金
、
災
害
見
舞
金
等
の

金
額
が
分
か
る
も
の（
支
給
見
込
額
も
含
む
）

保
険
会
社
等
か
ら
の
支
払
通
知
書
、
通
帳

な
ど

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
に
よ
る
支
給

書
類

市
町
村
か
ら

り
災
証
明
書

の
交
付
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
証
明
書
（
写
し

も
可
）
ま
た
は
被
害
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
も
の

筆
記
用
具
、
計
算
機

確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
人
へ

作
成
さ
れ
た
確
定
申
告
書
は
提
出
で
き
ま
す

が
、
説
明
会
は
雑
損
控
除
額
の
計
算
が
中
心
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

お
問
い
合
せ

七
尾
税
務
署

個
人
課
税
第

部
門

志
賀
町
役
場

税
務
課
住
民
税
係

雑
損
失
の
繰
越
控
除
を
受
け
る
人
（
平
成

年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
で
雑
損
控
除
を
合
計

所
得
金
額
か
ら
引
き
切
れ
な
か
っ
た
場
合
）
や
平
成

年
中
に
災
害
に
関
連
し
た
費
用
を
新
た

に
支
出
し
た
人
は
、
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
催
日

時

間

場

所

平
成

年
月

日
（
火
）

午
前

時

分

時

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー

階

大
ホ
ー
ル

午
後

時

時

分

志
賀
町
役
場

階

大
会
議
室

開
催
日

時

間

場

所

雑
損
失
の
繰
越
控
除
を
受
け
ら
れ
る

人
は
、
平
成

年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
書
の
控
え
を
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
平
成

年
中
に
災
害
に
関
連

し
た
費
用
を
新
た
に
支
出
し
た
人

は
、
平
成

年
中
に
支
出
し
た
災
害

に
関
連
し
た
費
用
の
分
か
る
書
類

（
請
求
書
や
領
収
書
な
ど
）
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

雑
損
失
の
繰
越
控
除
を
受
け
ら
れ
る

人
は
、
平
成

年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
書
の
控
え
を
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
平
成

年
中
に
災
害
に
関
連

し
た
費
用
を
新
た
に
支
出
し
た
人

は
、
平
成

年
中
に
支
出
し
た
災
害

に
関
連
し
た
費
用
の
分
か
る
書
類

（
請
求
書
や
領
収
書
な
ど
）
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。



申
告
相
談
日
程

志
賀
町
で
は
、
平
成

年
分
の
確
定
申
告
お

よ
び
町
県
民
税
の
申
告
相
談
を
平
成

年

月

日（
月
）か
ら

月

日（
月
）に
か
け
て
予
定

し
て
お
り
ま
す
。
地
区
ご
と
の
詳
し
い
日
程
や

申
告
書
の
書
き
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
広
報

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。申
告
予
定
の
人
は
、

早
め
に
準
備
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
ま
し
ょ
う

申
告
は
あ
な
た
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
切
な

こ
と
で
す
。自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
の
人
は
、

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
に
い

な
が
ら
申
告
書
の
作
成

と
申
告
が
で
き
る

確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
と

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

出
す
る
方
法
で
す
。

収
入
金
額

必
要
経
費

所
得
金
額

収
支
計
算
を
行
う
に
は

こ
の
計
算
を
す
る
た
め
に
は
、
出
荷
伝
票

な
ど
の
収
入
金
額
の
分
か
る
書
類
と
、
領
収

書
な
ど
の
必
要
経
費
の
分
か
る
書
類
の
保
存

と
日
々
の
取
り
引
き
の
記
録
（
帳
簿
）
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

準
備
す
る
書
類

【
収
入
金
額
と
な
る
も
の
】

米
や
野
菜
な
ど
を
販
売
し
て
得
た
代
金

雑
収
入
（
農
業
に
つ
い
て
の
補
助
金
・

農
作
業
の
委
託
料
な
ど
）

こ
れ
ら
の
収
入
金
額
が
わ
か
る
書
類

出
荷
伝
票
・
納
品
書
（
控
）
な
ど

収
入
金
額

必
要
経
費

所
得
金
額

こ
れ
ら
の
収
入
金
額
が
わ
か
る
書
類

出
荷
伝
票
・
納
品
書
（
控
）
な
ど

【
必
要
経
費
と
な
る
も
の
】

種
苗
・
肥
料
・
農
薬
・
農
具
・
作
業
用

衣
類
な
ど

小
作
料
な
ど
の
農
地
借
地
料

農
業
用
と
し
て
使
用
し
た
光
熱
水
費
・

減
価
償
却
資
産

農
業
共
済
掛
金
・
土
地
改
良
費

農
作
業
委
託
料
な
ど

こ
れ
ら
の
必
要
経
費
が
わ
か
る
書
類

請
求
書
・
納
品
書
・
領
収
書
な
ど

（
農
協
）と
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
人

で
、

が
作
成
す
る
確
定
申
告
支
援
用

集
計
表
な
ど
が
あ
れ
ば
、

収
支
計
算
を
よ
り
簡
単

に
行
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
必
要
経
費
が
わ
か
る
書
類

請
求
書
・
納
品
書
・
領
収
書
な
ど

）

）

確
定
申
告
ま
で
の
流
れ

確
定
申
告
を
行
う
ま
で
の
お
お
ま
か
な
流

れ
は
次
の
と
お
り
で
す
。

収
入
・
経
費
等
の
書
類
保
管
・
記
録

収
支
計
算
を
行
う
（
収
支
計
算
準
備

表
な
ど
を
活
用
）

収
支
内
訳
書
の
作
成

確
定
申
告
書
の
作
成

税
務
署
又
は
市
町
村
へ
提
出

収
支
計
算
と
は

他
の
事
業
所
得
と
同
様
に
、
収
入
金
額
か

ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所
得
金
額
を
算

収
入
・
経
費
等
の
書
類
保
管
・
記
録

収
支
計
算
を
行
う
（
収
支
計
算
準
備

表
な
ど
を
活
用
）

収
支
内
訳
書
の
作
成

確
定
申
告
書
の
作
成

税
務
署
又
は
市
町
村
へ
提
出

注
意
事
項

収
支
内
訳
書
を
作
成
せ
ず
に
申
告
相
談
に

出
向
く
と
、
申
告
終
了
ま
で
に
長
時
間
を

要
す
る
場
合
や
、
必
要
書
類
を
取
り
に

行
っ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

米
、
果
樹
、
家
庭
菜
園
な
ど
で
、
も
っ
ぱ

農
業
所
得
を
申
告
す
る
人
へ

申
告
に
向
け
て
、
ま
ず
収
支
計
算
を
行
い
、

収
支
内
訳
書

を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

ら
家
事
消
費
の
み
で
、
出
荷
や
販
売
を

ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
人
は
、
農
業
所
得

と
し
て
の
申
告
は
不
要
で
す
。

準
備
表
・
収
支
内
訳
書
の
様
式
お
よ
び
書

き
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
役
場
税
務
課
窓

口
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
準
備
し
て

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。


